
○古河市地域交流センター管理運営規則

平成23年10月11日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条　この規則は、古河市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成23年条例第29号。以下「条例」と

いう。)第13条の規定に基づき、古河市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条　交流センターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

2　古河市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更すること

ができる。

(休館日)

第3条　交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2　教育委員会は、前項の規定にかかわらず、交流センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館し、

又は休館日を変更することができる。

(利用の手続)

第4条　交流センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」と

いう。)の属する月の前月1日から利用日の5日前までに交流センター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」と

いう。)により教育委員会に申請しなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めるときは、利用日の属する月の6箇月前の2日から申請(以下この項

において「早期申請」という。)し、又は利用日までに申請することができる。この場合において、早期申請に

あっては、申請書に交流センター早期利用(特例)理由書(様式第2号)を添えて申請しなければならない。

3　第1項の規定にかかわらず、古河市公共施設予約システム運用管理規則(平成21年規則第2号)に規定する古河市

公共施設予約システムによりインターネットを経由して予約を行った申請者は、当該予約をもって申請書を提出

して申請したものとみなす。

4　教育委員会は、第1項又は前項の申請に対し、その内容を審査して支障がないと認めるときは交流センター利用

許可書兼領収書(様式第3号。以下「許可書」という。)を、支障があるときは交流センター利用不許可通知書(様

式第4号。以下「不許可通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(継続利用の制限)

第5条　交流センターの利用期間は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、教育委員会が必要と認めるとき

は、この限りでない。

(利用の取消し及び変更)

第6条　交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が交流センターの利用を取り消し、又は

変更しようとするときは、利用を取り消し、又は変更しようとする日の3日前までに教育委員会に申請書により

申請しなければならない。

2　教育委員会は、前項の申請に対し、利用の取消し又は変更に支障がないと認めるときは許可書を、支障がある

ときは不許可通知書を利用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条　交流センターの使用料は、利用日までに、あらかじめ納付しなければならない。ただし、教育委員会が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条　条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに掲げる

とおりとする。

(1)　市が使用するとき　全額免除

(2)　学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が使用するとき　全額免除

(3)　生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者が利用者の3割以上を占めるとき　全額免除

(4)　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳を所持する者が利用者の3割以上

を占めるとき　全額免除

(5)　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳を所持す

る者が利用者の3割以上を占めるとき　全額免除

(6)　知的障害者に係る療育手帳を所持する者が利用者の3割以上を占めるとき　全額免除

(7)　社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用するとき　5割免除

(8)　官公署又は市内に事務所を有する公共的団体が使用するとき　5割免除

(9)　教育委員会が特に必要と認めるとき　必要と認める割合

2　前項第7号から第9号までの場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の返還)



第9条　条例第10条ただし書の規定により使用料の返還をすることができる場合は、次の各号のいずれかに掲げる

とおりとする。

(1)　利用者の責めに帰することのできない理由によって利用することができなくなったとき。

(2)　利用者が利用日の3日前までにその取消し又は変更の申請をしたとき。

(3)　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

2　前項の規定により使用料の返還を受けようとする利用者は、交流センター使用料返還申請(請求)書(様式第5号)

に許可書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(キャンセル料の徴収)

第10条　利用者が利用日の3日前までにその取消し又は変更の申請をしなかったときは、条例第11条の規定によ

り、キャンセル料として使用料の全額に相当する額を徴収するものとする。

2　前項の規定にかかわらず、利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができないとき

は、キャンセル料は徴収しない。

(行為の申請)

第11条　交流センターにおいて広告その他これに類する掲示又は配布を行う者は、交流センター模様替え等許可申

請書(様式第6号)によりあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(立入指示)

第12条　教育委員会の職員は、管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立ち入り、利用者に対し必要な

指示をすることができる。

(事務の委任)

第13条　条例及びこの規則に基づく教育委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、館長(地方公務員

法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」とい

う。)である者を除く。)に委任する。

(1)　第2条第2項に規定する利用時間の変更

(2)　第3条第2項に規定する休館日の指定及び休館日の変更

(3)　第7条ただし書に規定する使用料の納付日の変更

(4)　第11条に規定する模様替え等許可申請書の受理及び許可

2　館長(会計年度任用職員である者に限る。)に対し、前項第3号及び第4号の事務を委任する。

(補則)

第14条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、条例附則第1項本文に規定する日から施行する。ただし、次項の規定は、平成24年1月1日から施行

する。

(古河市公民館等図書室管理運営規則の一部改正)

2　古河市公民館等図書室管理運営規則(平成17年教育委員会規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(平成26年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附　則(平成27年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1　この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市生涯学習センター総和管理運営規則、古河市公民館利用

規則、古河市立図書館管理運営規則、古河市ユーセンター総和管理運営規則及び古河市地域交流センター管理運

営規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用するこ

とができるものとする。

附　則(平成28年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処

分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例

による。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の古河市生涯学習センター総和管理運営規則、古河市公民館利用

規則、古河市立図書館管理運営規則、古河市立博物館管理運営規則、古河市立博物館利用規則、古河市ユーセン

ター総和管理運営規則及び古河市地域交流センター管理運営規則に規定する各様式の用紙で、現に残存するもの

は、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。



附　則(令和2年教育委員会規則第2号)抄

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和3年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1　この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについて

は、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

附　則(令和5年教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の各規則の規定に基づきした申請、決定その他の手続は、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについて

は、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

附　則(令和5年教育委員会規則第12号)

(施行期日)

1　この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、第1条及び第4条から第6条までの規定による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現

に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
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